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平成28年度市民税・県民税

※「平成26年４月～平成29年12月」の欄の金額は，住宅にかかる消費税等の税率が８％または10％である場合の
金額です。それ以外の場合は上記の期間内であっても「平成26年１月～３月」の控除限度額が適用されます。用

語
説
明

市
民
税
・
県
民
税
…
均
等
の
額
で
負

担
す
る
均
等
割
と
所
得
金
額
に
応

じ
て
負
担
す
る
所
得
割
か
ら
構
成

さ
れ
て
い
ま
す
。
住
民
税
と
同
義
。

所　

得
…
収
入
か
ら
必
要
経
費
を
差

し
引
い
た
も
の
。
給
与
収
入
や
公

的
年
金
等
収
入
の
場
合
は
、
給
与

所
得
控
除
・
公
的
年
金
等
控
除
を

差
し
引
い
た
も
の
。

給
与
所
得
控
除
・
公
的
年
金
等
控
除

…
収
入
に
応
じ
て
法
に
よ
り
額
が

決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

均
等
割
…
市
民
税
３
５
０
０
円
、
県

民
税
２
５
０
０
円

※
市
民
税
に
は
復
興
税（
５
０
０
円
）

が
県
民
税
に
は
復
興
税（
５
０
０

円
）と
森
林
湖
沼
環
境
税（
１
０
０

０
円
）が
含
ま
れ
ま
す
。

所
得
割
…
各
人
の
所
得
に
応
じ
て
負

担
し
ま
す
。

税　

率
…
課
税
総
所
得
金
額
に
か
け

る
税
率
は
市
民
税
が
６
％
、
県
民

税
が
４
％
で
合
計
10
％
に
な
り
ま

す
。

6

　

市
民
の
皆
さ
ん
に
納
め
て
い
た
だ
く
税
金
は
、
皆
さ
ん
の
安
全
で
快
適
な
暮
ら
し
を

守
る
た
め
に
使
わ
れ
ま
す
。
そ
の
税
金
の
ひ
と
つ
に
市
民
税
・
県
民
税
が
あ
り
前
年
中

の
所
得
に
基
づ
い
て
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

問
課
税
課（
☎
８
２
６
・
１
１
１
１　

内
線
２
２
３
２
）
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平
成
28

度
年

市
民
税
・
県
民
税

平
成
28
年
１
月
１
日
現
在

◎
市
内
に
居
住
し
、
平
成
27
年
中
に
一
定
以
上
の
所
得
の
あ
っ
た
方

◎
市
内
に
居
住
し
て
い
な
い
が
、
市
内
に
事
務
所
、
事
業
所
、
家
屋
敷
を
所
有
し
て
い
る

方（
均
等
割
の
み
）

◎
平
成
27
年
中
に
所
得
の
な
か
っ
た
方

◎
生
活
保
護
法
に
よ
る
生
活
扶
助
を
受
け
て
い
る
方

◎
障
害
者
、
未
成
年
者
、
寡
婦
／
寡
夫
で
平
成
27
年
中
の
合
計
所
得
金
額
が
１
２
５
万
円

以
下
の
方

◎
平
成
27
年
中
の
合
計
所
得
金
額
が
、
次
の
算
式
で
求
め
た
額
以
下
の
方

　

32
万
円
×（
本
人
＋
控
除
対
象
配
偶
者
＋
扶
養
親
族
数
）＋
18
万
９
千
円

※
控
除
対
象
配
偶
者
ま
た
は
扶
養
親
族
が
い
る
場
合
の
み
、
18
万
９
千
円
を
加
算
し
ま
す
。

普　

通　

徴　

収

特　

別　

徴　

収

年
金
特
別
徴
収

納
税
通
知
書
で
納
め
る
方
法（
事
業
所
得
者
な
ど
）

勤
務
先
で
給
与
か
ら
天
引
き
し
て
納
め
る
方
法（
給
与
所

得
者
）

公
的
年
金
か
ら
差
し
引
い
て
納
め
る
方
法（
公
的
年
金
受

給
者
）

納
税
通
知
書（
６
月
13
日
㈪
に
発
送
）に
よ
り
、
年
税
額
を

平
成
28
年
６
月
、
８
月
、
10
月
、
29
年
１
月
の
４
回
の
納

期
に
分
け
て
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

年
税
額
を
平
成
28
年
６
月
か
ら
29
年
５
月
ま
で
の
12
回

に
分
け
て
、
給
与
か
ら
天
引
き
し
て
納
め
て
い
た
だ
き
ま

す
。

年
税
額
を
平
成
28
年
４
月
か
ら
29
年
２
月
ま
で
の
６
回

に
分
け
て
、
年
金
か
ら
差
し
引
い
て
納
め
て
い
た
だ
き
ま

す

所 得 割 額税 率 10％ × ＝課 税 総 所 得 金 額
(所得金額－所得控除額)

◎所得割額／平成27年中の合計所得が次の算式で求めた額以下の方は所得割が
かかりません。
35万円×(本人＋控除対象配偶者＋扶養親族数)＋32万円
※控除対象配偶者や扶養親族がいる場合のみ、32万円を加算します。

■税額の計算方法

－ ＋ ＝均 等 割 額 年 税 額所 得 割 額 税 額 控 除

　土地・建物などの分離譲渡所得は、計算方法が異なります。税率などにつ
いて細かく規定されていますので、詳しくはお問い合わせください。

■
公
的
年
金
か
ら
の
市
・
県
民
税
の
差
し
引
き（
年
金
特
別
徴
収
）

■
市
・
県
民
税
を
納
め
る
方
法

■
市
・
県
民
税
が
課
税
さ
れ
な
い
方

■
市
・
県
民
税
を
納
め
る
方



広報つちうら　お知らせ版　2016.5.177

平成28年度市民税・県民税

年
金
特
別
徴
収（
年
金
特
徴
）…
公
的

年
金
受
給
者
の
年
税
額
を
６
回
に

分
け
て
、
年
金
か
ら
差
し
引
い
て

納
め
る
制
度
で
す
。

所
得
控
除
の
種
類
…
雑
損
控
除
、
医

療
費
控
除
、
社
会
保
険
料
控
除
、
小

規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控
除
、
生
命

保
険
料
控
除
、
地
震
保
険
料
控
除
、

障
害
者
控
除
、
寡
婦
／
寡
夫
控
除
、

勤
労
学
生
控
除
、
配
偶
者
控
除
、
配

偶
者
特
別
控
除
、
扶
養
控
除
、
基
礎

控
除

税
額
控
除
の
種
類
…
調
整
控
除
、
配

当
控
除
、
外
国
税
額
控
除
、
配
当

割
額
控
除
額
、
株
式
等
譲
渡
所
得

割
額
控
除
額
、
住
宅
借
入
金
等
特

別
税
額
控
除
、
寄
附
金
税
額
控
除

※
市
・
県
民
税
に
は
、
政
党
等
寄
付

金
特
別
控
除
な
ど
の
制
度
は
あ
り

ま
せ
ん
。

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除（
住
宅

ロ
ー
ン
控
除
）…
市
民
税
・
県
民
税

の
住
宅　

ロ
ー
ン
控
除
は
、
所
得
税

か
ら
控
除　

し
き
れ
な
か
っ
た
額
を

市
民
税
・
県　

民
税
か
ら
控
除
す
る

も
の
で
す
。
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●
対
象
と
な
る
方

市
・
県
民
税
の
納
税
義
務
者
の
う
ち
、
前
年
中
に
公
的

年
金
の
支
払
い
を
受
け
た
方
で
、
当
該
年
度
の
初
日（
４

月
１
日
）に
老
齢
等
年
金
給
付（
老
齢
ま
た
は
退
職
を
支

給
事
由
と
す
る
年
金
）の
支
払
い
を
受
け
て
い
る
65
歳
以

上（
昭
和
26
年
４
月
２
日
以
前
の
生
ま
れ
）の
方
。
た
だ

し
、
年
金
の
収
入
金
額
な
ど
に
よ
り
対
象
に
な
ら
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
年
金
特
徴
は
、
徴
収
方
法
が
変
更
に
な
る
だ
け
で
、
市
・

県
民
税
の
税
額
が
変
更
に
な
る
制
度
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
ご
自
身
が
対
象
に
な
っ
て
い
る
か
は
、
６
月
中
旬
に
送

付
す
る
税
額
決
定
兼
納
税
通
知
書
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

仮徴収 本徴収

徴収月 ４月 ６月 ８月 10月 12月 ２月

税額 前年度後半の額
(２８年２月と同じ額)

年税額と仮徴収分の
差額を３分割した額

▼前年度から引き続き特別徴収の方

●
徴
収
方
法

新
た
に
特
別
徴
収
に
な
る
方

◉
６
月
・
８
月（
年
度
前
半
）…
年
税
額
の
４
分
の
１
ず

つ
を
納
税
通
知
書
で
納
め
て
い
た
だ
ま
す
。（
普
通
徴

収
）

◉
10
月
・
12
月
・
２
月（
年
度
後
半
）…
年
税
額
の
６
分

の
１
ず
つ
を
年
金
か
ら
差
し
引
い
て
納
め
て
い
た
だ

き
ま
す
。（
特
別
徴
収
）

前
年
度
か
ら
引
き
続
き
特
別
徴
収
の
方

　

４
月
・
6
月
・
８
月（
年
度
前
半
）は
仮
徴
収
と
し
て

28
年
２
月
と
同
じ
額
が
年
金
か
ら
差
し
引
か
れ
ま

す
。
10
月
・
12
月
・
２
月
は
本
徴
収
と
し
て
残
り
の

税
額
を
３
分
割
し
た
額
が
差
し
引
か
れ
ま
す
。
詳
し

く
は
下
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

仮徴収 本徴収

徴収月 ４月 ６月 ８月 10月 12月 ２月

現行 前年度分の本徴収額÷３
(前年２月と同じ額)

(年税額－仮徴収額)÷
３

改正後 (前年度分の年税額÷２)
÷３

(年税額－仮徴収額)÷
３

▼改正後の特別徴収額

●
市
民
税
・
県
民
税
に
お
け
る
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額

控
除（
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
）の
延
長
・
拡
充

平
成
25
年
12
月
入
居
の
方
ま
で
で
終
了
す
る
予
定
で
し

た
が
、
平
成
31
年
６
月
入
居
の
方
ま
で
延
長
し
ま
す
。

ま
た
、
控
除
限
度
額
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
拡
充
し

ま
す
。

●
年
金
特
別
徴
収
に
お
け
る
仮
徴
収
税
額
の
改
正

◎
平
成
25
年
度
の
税
制
改
正
に
よ
り
、
年
間
の
徴
収
税

額
の
平
準
化
を
図
る
た
め
、
仮
特
別
徴
収
額（
仮
徴

収
税
額
）を「
前
年
度
分
の
公
的
年
金
等
に
係
る
年
税

額
の
２
分
の
１
に
相
当
す
る
額
と
す
る
」こ
と
と
さ

れ
ま
し
た
。

◎
適
用
時
期

　

平
成
28
年
10
月
１
日
以
降
に
実
施
す
る
特
別
徴
収
か

ら

※
住
宅
に
か
か
る
消
費
税
な
ど
の
税
率
が
８
％
ま
た
は
10
％
で

あ
る
場
合
の
金
額
で
す
。
そ
れ
以
外
の
場
合
は
上
記
の
期
間

内
で
あ
っ
て
も「
平
成
26
年
１
月
か
ら
３
月
」の
控
除
限
度
額

が
適
用
さ
れ
ま
す
。

居　

住　

年

控　

除　

限　

度　

額

平
成
25
年
12
月
ま
で

所
得
税
の
課
税
所
得
金
額
の

５
％（
最
高
９
・
75
万
円
）

平
成
26
年
１
月
か
ら

３
月
ま
で
所
得
税
の
課
税
所
得
金
額
の

５
％（
最
高
９
・
75
万
円
）

平
成
26
年
４
月
か
ら

平
成
31
年
６
月
ま
で
所
得
税
の
課
税
所
得
金
額
の

７
％（
最
高
13
・
65
万
円
）※

■
平
成
28
年
度
の
主
な
改
正
点

■
公
的
年
金
か
ら
の
市
・
県
民
税
の
差
し
引
き（
年
金
特
別
徴
収
）


